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◎
介
護
保
険
法
施
行
令
第
三
十
五
条
の
十
第
一
項
に
よ
る
読
替
え
（
介
護
保
険
法
第
七
十
八
条
の
十
七
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替
え
）（

傍
線
の
部
分
は
読
替
部
分
）

政

令

に

よ

る

読

替

後

読

替

前

（
勧
告
、
命
令
等
）

（
勧
告
、
命
令
等
）

第
七
十
八
条
の
九

市
町
村
長
は
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
次
の

第
七
十
八
条
の
九

市
町
村
長
は
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
指
定
地
域
密
着
型
サ

各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
指
定
地
域
密
着
型
サ

ー
ビ
ス
事
業
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
措
置

ー
ビ
ス
事
業
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
措
置

を
と
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

を
と
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
七
十
八
条
の
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
八
条
の
二
第
八
項

一

第
七
十
八
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
指
定
を
行
う
に
当
た
っ
て
付

の
規
定
に
よ
り
第
七
十
八
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
公
募
指
定
を
行
う
に

さ
れ
た
条
件
に
従
わ
な
い
場
合

当
該
条
件
に
従
う
こ
と
。

当
た
っ
て
付
さ
れ
た
条
件
に
従
わ
な
い
場
合

当
該
条
件
に
従
う
こ
と
。

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
指
定
の
取
消
し
等
）

（
指
定
の
取
消
し
等
）

第
七
十
八
条
の
十

市
町
村
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お

第
七
十
八
条
の
十

市
町
村
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お

い
て
は
、
当
該
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
係
る
第
七
十
八
条
の
十
四

い
て
は
、
当
該
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
係
る
第
四
十
二
条
の
二
第

第
一
項
に
規
定
す
る
公
募
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
当
該
公
募
指

一
項
本
文
の
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
指
定
の
全
部
若
し
く

定
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
効
力
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

は
一
部
の
効
力
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
第
七
十
八
条
の
十
四
第
三
項
に
お

一

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
第
七
十
八
条
の
二
第
四
項
第
四
号

い
て
準
用
す
る
第
七
十
八
条
の
二
第
四
項
第
四
号
の
二
か
ら
第
五
号
の
二
ま
で

の
二
か
ら
第
五
号
の
二
ま
で
、
第
九
号
（
第
五
号
の
三
に
該
当
す
る
者
の
あ
る

、
第
九
号
（
第
七
十
八
条
の
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
八
条
の

も
の
で
あ
る
と
き
を
除
く
。
）
、
第
十
号
（
第
五
号
の
三
に
該
当
す
る
者
の
あ

二
第
四
項
第
五
号
の
三
に
該
当
す
る
者
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
を
除
く
。
）

る
も
の
で
あ
る
と
き
を
除
く
。
）
、
第
十
一
号
（
第
五
号
の
三
に
該
当
す
る
者
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又
は
第
十
一
号
（
第
七
十
八
条
の
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
八

で
あ
る
と
き
を
除
く
。
）
又
は
第
十
二
号
（
第
五
号
の
三
に
該
当
す
る
者
で
あ

条
の
二
第
四
項
第
五
号
の
三
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
を
除
く
。
）
の
い
ず

る
と
き
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
。

れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
。

二

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
第
七
十
八
条
の
十
四
第
三
項
に
お

二

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
第
七
十
八
条
の
二
第
六
項
第
三
号

い
て
準
用
す
る
第
七
十
八
条
の
二
第
六
項
第
三
号
又
は
第
三
号
の
三
の
い
ず
れ

か
ら
第
三
号
の
四
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
。

か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
。

三

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
第
七
十
八
条
の
十
四
第
三
項
に
お

三

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
第
七
十
八
条
の
二
第
八
項
の
規
定

い
て
準
用
す
る
第
七
十
八
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
公
募
指
定
を
行
う
に

に
よ
り
当
該
指
定
を
行
う
に
当
た
っ
て
付
さ
れ
た
条
件
に
違
反
し
た
と
認
め
ら

当
た
っ
て
付
さ
れ
た
条
件
に
違
反
し
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

れ
る
と
き
。

四
～
十
五

（
略
）

四
～
十
五

（
略
）

（
公
示
）

（
公
示
）

第
七
十
八
条
の
十
一

市
町
村
長
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該

第
七
十
八
条
の
十
一

市
町
村
長
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
名
称
、
当
該
公
募
指
定
に
係
る
事
業
所
の

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
名
称
、
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
所
在

所
在
地
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
る

地
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
る
と
と

と
と
も
に
、
こ
れ
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
に
、
こ
れ
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
七
十
八
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
公
募
指
定
を
し
た
と
き
。

一

第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
本
文
の
指
定
を
し
た
と
き
。

二

第
七
十
八
条
の
十
七
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
七
十
八
条
の

二

第
七
十
八
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
と

五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
。

き
。

三

（
略
）

三

（
略
）

四

第
七
十
八
条
の
十
七
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
前
条
の
規
定
に

四

前
条
の
規
定
に
よ
り
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
本
文
の
指
定
を
取
り
消
し
、

よ
り
第
七
十
八
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
公
募
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は

又
は
指
定
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
効
力
を
停
止
し
た
と
き
。

当
該
公
募
指
定
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
効
力
を
停
止
し
た
と
き
。



16

◎
介
護
保
険
法
施
行
令
第
三
十
五
条
の
十
第
二
項
に
よ
る
読
替
え
（
介
護
保
険
法
第
七
十
八
条
の
十
七
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替
え
）（

傍
線
の
部
分
は
読
替
部
分
）

政

令

に

よ

る

読

替

後

読

替

前

（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
）

（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
）

第
七
十
八
条
の
二

（
略
）

第
七
十
八
条
の
二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

（
略
）

４

（
略
）

一
～
五
の
三

（
略
）

一
～
五
の
三

（
略
）

六

申
請
者
（
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者

六

申
請
者
（
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者

生
活
介
護
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
に
係
る
指

生
活
介
護
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
に
係
る
指

定
の
申
請
者
を
除
く
。
）
が
、
第
七
十
八
条
の
十
（
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で

定
の
申
請
者
を
除
く
。
）
が
、
第
七
十
八
条
の
十
（
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で

を
除
き
、
第
七
十
八
条
の
十
七
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合

を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
指
定
（
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
地
域
密

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
指
定
（
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
地
域
密

着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所

着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所

者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
を
除
く
。
）
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か

者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
を
除
く
。
）
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か

ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
者
（
当
該
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
法
人

ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
者
（
当
該
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
法
人

で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
取
消
し
の
処
分
に
係
る
行
政
手
続
法
第
十
五

で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
取
消
し
の
処
分
に
係
る
行
政
手
続
法
第
十
五

条
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
日
前
六
十
日
以
内
に
当
該
法
人
の
役
員
等
で

条
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
日
前
六
十
日
以
内
に
当
該
法
人
の
役
員
等
で

あ
っ
た
者
で
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
を
含

あ
っ
た
者
で
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
を
含

み
、
当
該
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
法
人
で
な
い
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
お

み
、
当
該
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
法
人
で
な
い
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
お

い
て
は
、
当
該
通
知
が
あ
っ
た
日
前
六
十
日
以
内
に
当
該
事
業
所
の
管
理
者
で

い
て
は
、
当
該
通
知
が
あ
っ
た
日
前
六
十
日
以
内
に
当
該
事
業
所
の
管
理
者
で

あ
っ
た
者
で
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
を
含

あ
っ
た
者
で
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
を
含

む
。
）
で
あ
る
と
き
。
た
だ
し
、
当
該
指
定
の
取
消
し
が
、
指
定
地
域
密
着
型

む
。
）
で
あ
る
と
き
。
た
だ
し
、
当
該
指
定
の
取
消
し
が
、
指
定
地
域
密
着
型

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
取
消
し
の
う
ち
当
該
指
定
の
取
消
し
の
処
分
の
理
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サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
取
消
し
の
う
ち
当
該
指
定
の
取
消
し
の
処
分
の
理

由
と
な
っ
た
事
実
及
び
当
該
事
実
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
当
該
指
定
地
域

由
と
な
っ
た
事
実
及
び
当
該
事
実
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
当
該
指
定
地
域

密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
よ
る
業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
の
取
組
の

密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
よ
る
業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
の
取
組
の

状
況
そ
の
他
の
当
該
事
実
に
関
し
て
当
該
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

状
況
そ
の
他
の
当
該
事
実
に
関
し
て
当
該
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

が
有
し
て
い
た
責
任
の
程
度
を
考
慮
し
て
、
こ
の
号
本
文
に
規
定
す
る
指
定
の

が
有
し
て
い
た
責
任
の
程
度
を
考
慮
し
て
、
こ
の
号
本
文
に
規
定
す
る
指
定
の

取
消
し
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

取
消
し
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。

と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。

六
の
二

（
略
）

六
の
二

（
略
）

六
の
三

申
請
者
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
（
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施

六
の
三

申
請
者
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
（
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施

設
入
所
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
者
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
を
除

設
入
所
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
者
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
を
除

く
。
）
が
、
第
七
十
八
条
の
十
（
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
除
き
、
第
七
十

く
。
）
が
、
第
七
十
八
条
の
十
（
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
除
く
。
）
の
規

八
条
の
十
七
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経

定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経

過
し
て
い
な
い
と
き
。
た
だ
し
、
当
該
指
定
の
取
消
し
が
、
指
定
地
域
密
着
型

過
し
て
い
な
い
と
き
。
た
だ
し
、
当
該
指
定
の
取
消
し
が
、
指
定
地
域
密
着
型

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
取
消
し
の
う
ち
当
該
指
定
の
取
消
し
の
処
分
の
理

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
取
消
し
の
う
ち
当
該
指
定
の
取
消
し
の
処
分
の
理

由
と
な
っ
た
事
実
及
び
当
該
事
実
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
当
該
指
定
地
域

由
と
な
っ
た
事
実
及
び
当
該
事
実
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
当
該
指
定
地
域

密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
よ
る
業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
の
取
組
の

密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
よ
る
業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
の
取
組
の

状
況
そ
の
他
の
当
該
事
実
に
関
し
て
当
該
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

状
況
そ
の
他
の
当
該
事
実
に
関
し
て
当
該
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

が
有
し
て
い
た
責
任
の
程
度
を
考
慮
し
て
、
こ
の
号
本
文
に
規
定
す
る
指
定
の

が
有
し
て
い
た
責
任
の
程
度
を
考
慮
し
て
、
こ
の
号
本
文
に
規
定
す
る
指
定
の

取
消
し
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

取
消
し
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。

と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。

七

申
請
者
が
、
第
七
十
八
条
の
十
（
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
除
き
、
第
七

七

申
請
者
が
、
第
七
十
八
条
の
十
（
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
除
く
。
）
の

十
八
条
の
十
七
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
の
処
分
に
係
る
行
政
手
続
法
第
十
五
条
の
規
定
に

規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
の
処
分
に
係
る
行
政
手
続
法
第
十
五
条
の
規
定
に

よ
る
通
知
が
あ
っ
た
日
か
ら
当
該
処
分
を
す
る
日
又
は
処
分
を
し
な
い
こ
と
を

よ
る
通
知
が
あ
っ
た
日
か
ら
当
該
処
分
を
す
る
日
又
は
処
分
を
し
な
い
こ
と
を

決
定
す
る
日
ま
で
の
間
に
第
七
十
八
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃

決
定
す
る
日
ま
で
の
間
に
第
七
十
八
条
の
五
第
二
項
（
第
七
十
八
条
の
十
七
の

止
の
届
出
を
し
た
者
（
当
該
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
者
を
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規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
六

除
く
。
）
又
は
第
七
十
八
条
の
八
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
辞
退
を
し
た
者
（
当

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出
を
し
た
者
（
当
該

該
指
定
の
辞
退
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
者
を
除
く
。
）
で
、
当
該
届
出

事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
者
を
除
く
。
）
又
は
第
七
十
八
条

又
は
指
定
の
辞
退
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
き

の
八
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
辞
退
を
し
た
者
（
当
該
指
定
の
辞
退
に
つ
い
て
相

。

当
の
理
由
が
あ
る
者
を
除
く
。
）
で
、
当
該
届
出
又
は
指
定
の
辞
退
の
日
か
ら

起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。

七
の
二

前
号
に
規
定
す
る
期
間
内
に
第
七
十
八
条
の
五
第
二
項
（
第
七
十
八
条

七
の
二

前
号
に
規
定
す
る
期
間
内
に
第
七
十
八
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

の
十
七
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項

事
業
の
廃
止
の
届
出
又
は
第
七
十
八
条
の
八
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
辞
退
が
あ

及
び
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出
又
は
第

っ
た
場
合
に
お
い
て
、
申
請
者
が
、
同
号
の
通
知
の
日
前
六
十
日
以
内
に
当
該

七
十
八
条
の
八
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
申
請

届
出
に
係
る
法
人
（
当
該
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
法
人
を

者
が
、
同
号
の
通
知
の
日
前
六
十
日
以
内
に
当
該
届
出
に
係
る
法
人
（
当
該
事

除
く
。
）
の
役
員
等
若
し
く
は
当
該
届
出
に
係
る
法
人
で
な
い
事
業
所
（
当
該

業
の
廃
止
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
法
人
を
除
く
。
）
の
役
員
等
若
し
く

事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
管
理
者
で
あ

は
当
該
届
出
に
係
る
法
人
で
な
い
事
業
所
（
当
該
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
相
当

っ
た
者
又
は
当
該
指
定
の
辞
退
に
係
る
法
人
（
当
該
指
定
の
辞
退
に
つ
い
て
相

の
理
由
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
管
理
者
で
あ
っ
た
者
又
は
当
該
指
定
の
辞

当
の
理
由
が
あ
る
法
人
を
除
く
。
）
の
役
員
等
若
し
く
は
当
該
指
定
の
辞
退
に

退
に
係
る
法
人
（
当
該
指
定
の
辞
退
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
法
人
を
除

係
る
法
人
で
な
い
事
業
所
（
当
該
指
定
の
辞
退
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る

く
。
）
の
役
員
等
若
し
く
は
当
該
指
定
の
辞
退
に
係
る
法
人
で
な
い
事
業
所
（

も
の
を
除
く
。
）
の
管
理
者
で
あ
っ
た
者
で
、
当
該
届
出
又
は
指
定
の
辞
退
の

当
該
指
定
の
辞
退
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
管
理
者

日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。

で
あ
っ
た
者
で
、
当
該
届
出
又
は
指
定
の
辞
退
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経

過
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。

八
～
十
二

（
略
）

八
～
十
二

（
略
）

５

（
略
）

５

（
略
）

６

市
町
村
長
は
、
第
一
項
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
（
病
院

６

市
町
村
長
は
、
第
一
項
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
（
病
院

又
は
診
療
所
に
よ
り
行
わ
れ
る
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
指
定
の
申
請
に
あ
っ
て

又
は
診
療
所
に
よ
り
行
わ
れ
る
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
指
定
の
申
請
に
あ
っ
て

は
、
第
一
号
の
二
、
第
一
号
の
三
、
第
三
号
の
二
及
び
第
三
号
の
四
を
除
く
。
）

は
、
第
一
号
の
二
、
第
一
号
の
三
、
第
三
号
の
二
及
び
第
三
号
の
四
を
除
く
。
）

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
本
文
の
指
定
を
し

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
本
文
の
指
定
を
し

な
い
こ
と
が
で
き
る
。

な
い
こ
と
が
で
き
る
。
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一

申
請
者
（
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者

一

申
請
者
（
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者

生
活
介
護
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
に
係
る
指

生
活
介
護
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
に
係
る
指

定
の
申
請
者
を
除
く
。
）
が
、
第
七
十
八
条
の
十
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
（

定
の
申
請
者
を
除
く
。
）
が
、
第
七
十
八
条
の
十
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の

第
七
十
八
条
の
十
七
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。

規
定
に
よ
り
指
定
（
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
地
域
密
着
型
特
定
施
設

次
号
を
除
き
、
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
指
定
（
認
知

入
居
者
生
活
介
護
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
に

症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
又
は
地

係
る
指
定
を
除
く
。
）
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五

域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
を
除
く
。
）
を

年
を
経
過
し
な
い
者
（
当
該
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に

取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
者
（
当

お
い
て
は
、
当
該
取
消
し
の
処
分
に
係
る
行
政
手
続
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ

該
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
取
消
し

る
通
知
が
あ
っ
た
日
前
六
十
日
以
内
に
当
該
法
人
の
役
員
等
で
あ
っ
た
者
で
当

の
処
分
に
係
る
行
政
手
続
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
日
前
六

該
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
を
含
み
、
当
該
指
定

十
日
以
内
に
当
該
法
人
の
役
員
等
で
あ
っ
た
者
で
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
起
算

を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
法
人
で
な
い
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
を
含
み
、
当
該
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
法

通
知
が
あ
っ
た
日
前
六
十
日
以
内
に
当
該
事
業
所
の
管
理
者
で
あ
っ
た
者
で
当

人
で
な
い
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
通
知
が
あ
っ
た
日
前
六
十

該
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
を
含
む
。
）
で
あ
る

日
以
内
に
当
該
事
業
所
の
管
理
者
で
あ
っ
た
者
で
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
起
算

と
き
。

し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
を
含
む
。
）
で
あ
る
と
き
。

一
の
二

申
請
者
（
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入

一
の
二

申
請
者
（
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入

居
者
生
活
介
護
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
に
係

居
者
生
活
介
護
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
に
係

る
指
定
の
申
請
者
に
限
る
。
）
が
、
第
七
十
八
条
の
十
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま

る
指
定
の
申
請
者
に
限
る
。
）
が
、
第
七
十
八
条
の
十
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま

で
の
規
定
に
よ
り
指
定
（
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
地
域
密
着
型
特
定

で
の
規
定
に
よ
り
指
定
（
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
地
域
密
着
型
特
定

施
設
入
居
者
生
活
介
護
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介

施
設
入
居
者
生
活
介
護
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介

護
に
係
る
指
定
に
限
る
。
）
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し

護
に
係
る
指
定
に
限
る
。
）
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し

て
五
年
を
経
過
し
な
い
者
（
当
該
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
法
人
で
あ
る
場

て
五
年
を
経
過
し
な
い
者
（
当
該
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
法
人
で
あ
る
場

合
に
お
い
て
は
、
当
該
取
消
し
の
処
分
に
係
る
行
政
手
続
法
第
十
五
条
の
規
定

合
に
お
い
て
は
、
当
該
取
消
し
の
処
分
に
係
る
行
政
手
続
法
第
十
五
条
の
規
定

に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
日
前
六
十
日
以
内
に
当
該
法
人
の
役
員
等
で
あ
っ
た
者

に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
日
前
六
十
日
以
内
に
当
該
法
人
の
役
員
等
で
あ
っ
た
者

で
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
を
含
み
、
当
該

で
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
を
含
み
、
当
該

指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
法
人
で
な
い
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
法
人
で
な
い
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
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当
該
通
知
が
あ
っ
た
日
前
六
十
日
以
内
に
当
該
事
業
所
の
管
理
者
で
あ
っ
た
者

当
該
通
知
が
あ
っ
た
日
前
六
十
日
以
内
に
当
該
事
業
所
の
管
理
者
で
あ
っ
た
者

で
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
を
含
む
。
）
で

で
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
を
含
む
。
）
で

あ
る
と
き
。

あ
る
と
き
。

一
の
三

申
請
者
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
（
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施

一
の
三

申
請
者
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
（
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施

設
入
所
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
者
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
を
除

設
入
所
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
者
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
を
除

く
。
）
が
、
第
七
十
八
条
の
十
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
指
定

く
。
）
が
、
第
七
十
八
条
の
十
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
指
定

を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
て
い
な
い

を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
て
い
な
い

と
き
。

と
き
。

二

申
請
者
が
、
第
七
十
八
条
の
十
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
に
よ
る
指

二

申
請
者
が
、
第
七
十
八
条
の
十
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
に
よ
る
指

定
の
取
消
し
の
処
分
に
係
る
行
政
手
続
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ

定
の
取
消
し
の
処
分
に
係
る
行
政
手
続
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ

っ
た
日
か
ら
当
該
処
分
を
す
る
日
又
は
処
分
を
し
な
い
こ
と
を
決
定
す
る
日
ま

っ
た
日
か
ら
当
該
処
分
を
す
る
日
又
は
処
分
を
し
な
い
こ
と
を
決
定
す
る
日
ま

で
の
間
に
第
七
十
八
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出
を
し

で
の
間
に
第
七
十
八
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出
を
し

た
者
（
当
該
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
者
を
除
く
。
）
又
は

た
者
（
当
該
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
者
を
除
く
。
）
又
は

第
七
十
八
条
の
八
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
辞
退
を
し
た
者
（
当
該
指
定
の
辞
退

第
七
十
八
条
の
八
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
辞
退
を
し
た
者
（
当
該
指
定
の
辞
退

に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
者
を
除
く
。
）
で
、
当
該
届
出
又
は
指
定
の
辞

に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
者
を
除
く
。
）
で
、
当
該
届
出
又
は
指
定
の
辞

退
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。

退
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。

二
の
二

申
請
者
が
、
第
七
十
八
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
が
行
わ
れ

二
の
二

申
請
者
が
、
第
七
十
八
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
が
行
わ
れ

た
日
か
ら
聴
聞
決
定
予
定
日
（
当
該
検
査
の
結
果
に
基
づ
き
第
七
十
八
条
の
十

た
日
か
ら
聴
聞
決
定
予
定
日
（
当
該
検
査
の
結
果
に
基
づ
き
第
七
十
八
条
の
十

（
第
七
十
八
条
の
十
七
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
の
処
分
に
係
る
聴
聞
を
行
う
か
否
か
の
決
定
を

。
）
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
の
処
分
に
係
る
聴
聞
を
行
う
か
否
か
の
決

す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
日
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

定
を
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
日
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

市
町
村
長
が
当
該
申
請
者
に
当
該
検
査
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
特
定

よ
り
市
町
村
長
が
当
該
申
請
者
に
当
該
検
査
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
十
日
以
内
に

の
日
を
通
知
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
特
定
の
日
を
い
う
。
）
ま
で
の
間
に
第

特
定
の
日
を
通
知
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
特
定
の
日
を
い
う
。
）
ま
で
の
間

七
十
八
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出
を
し
た
者
（
当
該

に
第
七
十
八
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出
を
し
た
者
（

事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
者
を
除
く
。
）
又
は
第
七
十
八
条

当
該
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
者
を
除
く
。
）
又
は
第
七
十

の
八
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
辞
退
を
し
た
者
（
当
該
指
定
の
辞
退
に
つ
い
て
相

八
条
の
八
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
辞
退
を
し
た
者
（
当
該
指
定
の
辞
退
に
つ
い

当
の
理
由
が
あ
る
者
を
除
く
。
）
で
、
当
該
届
出
又
は
指
定
の
辞
退
の
日
か
ら
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て
相
当
の
理
由
が
あ
る
者
を
除
く
。
）
で
、
当
該
届
出
又
は
指
定
の
辞
退
の
日

起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。

か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。

二
の
三

第
二
号
に
規
定
す
る
期
間
内
に
第
七
十
八
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ

二
の
三

第
二
号
に
規
定
す
る
期
間
内
に
第
七
十
八
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
事
業
の
廃
止
の
届
出
又
は
第
七
十
八
条
の
八
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
辞
退
が

る
事
業
の
廃
止
の
届
出
又
は
第
七
十
八
条
の
八
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
辞
退
が

あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
申
請
者
が
、
同
号
の
通
知
の
日
前
六
十
日
以
内
に
当

あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
申
請
者
が
、
同
号
の
通
知
の
日
前
六
十
日
以
内
に
当

該
届
出
に
係
る
法
人
（
当
該
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
法
人

該
届
出
に
係
る
法
人
（
当
該
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
法
人

を
除
く
。
）
の
役
員
等
若
し
く
は
当
該
届
出
に
係
る
法
人
で
な
い
事
業
所
（
当

を
除
く
。
）
の
役
員
等
若
し
く
は
当
該
届
出
に
係
る
法
人
で
な
い
事
業
所
（
当

該
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
管
理
者
で

該
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
管
理
者
で

あ
っ
た
者
又
は
当
該
指
定
の
辞
退
に
係
る
法
人
（
当
該
指
定
の
辞
退
に
つ
い
て

あ
っ
た
者
又
は
当
該
指
定
の
辞
退
に
係
る
法
人
（
当
該
指
定
の
辞
退
に
つ
い
て

相
当
の
理
由
が
あ
る
法
人
を
除
く
。
）
の
役
員
等
若
し
く
は
当
該
指
定
の
辞
退

相
当
の
理
由
が
あ
る
法
人
を
除
く
。
）
の
役
員
等
若
し
く
は
当
該
指
定
の
辞
退

に
係
る
法
人
で
な
い
事
業
所
（
当
該
指
定
の
辞
退
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ

に
係
る
法
人
で
な
い
事
業
所
（
当
該
指
定
の
辞
退
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ

る
も
の
を
除
く
。
）
の
管
理
者
で
あ
っ
た
者
で
、
当
該
届
出
又
は
指
定
の
辞
退

る
も
の
を
除
く
。
）
の
管
理
者
で
あ
っ
た
者
で
、
当
該
届
出
又
は
指
定
の
辞
退

の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。

の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。

三
～
四

（
略
）

三
～
四

（
略
）

７
～

（
略
）

７
～

（
略
）

10

10

第
七
十
八
条
の
十
（
第
七
十
八
条
の
十
七
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

第
七
十
八
条
の
十
の
規
定
に
よ
る
所
在
地
市
町
村
長
に
よ
る
第
四
十
二
条
の
二

11

11

れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
所
在
地
市
町
村
長
に
よ
る
第
四
十
二
条
の

第
一
項
本
文
の
指
定
の
取
消
し
若
し
く
は
効
力
の
停
止
又
は
第
七
十
八
条
の
十
二

二
第
一
項
本
文
の
指
定
の
取
消
し
若
し
く
は
効
力
の
停
止
又
は
第
七
十
八
条
の
十

に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
七
十
八
条
の
十
五
第
一

二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
七
十
八
条
の
十
五
第

項
若
し
く
は
第
三
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

一
項
若
し
く
は
第
三
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

定
に
よ
る
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
本
文
の
指
定
の
失
効
は
、
前
項
の
規
定
に
よ

規
定
に
よ
る
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
本
文
の
指
定
の
失
効
は
、
前
項
の
規
定
に

り
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
被
申
請
市
町
村
長
に
よ
る
第
四
十
二
条
の
二
第
一

よ
り
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
被
申
請
市
町
村
長
に
よ
る
第
四
十
二
条
の
二
第

項
本
文
の
指
定
の
効
力
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
も
の
と
す
る
。

一
項
本
文
の
指
定
の
効
力
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
も
の
と
す
る
。
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◎
参
考

介
護
保
険
法
第
七
十
八
条
の
十
七
に
よ
る
第
七
十
八
条
の
五
第
二
項
の
読
替
え
（
法
に
お
い
て
直
接
規
定
）

（
傍
線
の
部
分
は
読
替
部
分
）

読

替

後

読

替

前

（
変
更
の
届
出
等
）

（
変
更
の
届
出
等
）

第
七
十
八
条
の
五

（
略
）

第
七
十
八
条
の
五

（
略
）

２

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
は
、
当
該
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
（

２

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
は
、
当
該
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
（

公
募
指
定
に
係
る
市
町
村
長
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
等
に

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
を
除
く
。
）
の
事
業
を
廃
止

限
る
。
）
の
事
業
を
廃
止
し
、
又
は
休
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省

し
、
又
は
休
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
廃
止
又
は
休
止
の
日
の
一
月
以
上
前
の
日
で

り
、
そ
の
廃
止
又
は
休
止
の
日
の
一
月
前
ま
で
に
、
そ
の
旨
を
市
町
村
長
に
届
け

あ
っ
て
市
町
村
長
が
定
め
る
日
ま
で
に
、
そ
の
旨
を
市
町
村
長
に
届
け
出
な
け
れ

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。
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◎
介
護
保
険
法
施
行
令
第
三
十
五
条
の
十
二
に
よ
る
読
替
え
（
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
十
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替
え
）

（
傍
線
の
部
分
は
読
替
部
分
）

読

替

後

読

替

前

（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
）

（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
）

第
七
十
八
条
の
二

（
略
）

第
七
十
八
条
の
二

（
略
）

２
～
８

（
略
）

２
～
８

（
略
）

９

第
百
十
五
条
の
十
二
第
一
項
の
申
請
を
受
け
た
市
町
村
長
（
以
下
こ
の
条
に
お

９

第
一
項
の
申
請
を
受
け
た
市
町
村
長
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
被
申
請
市
町

い
て
「
被
申
請
市
町
村
長
」
と
い
う
。
）
と
所
在
地
市
町
村
長
（
第
百
十
五
条
の

村
長
」
と
い
う
。
）
と
所
在
地
市
町
村
長
と
の
協
議
に
よ
り
、
第
四
項
第
四
号
の

十
二
第
二
項
第
四
号
の
市
町
村
長
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と

規
定
に
よ
る
同
意
を
要
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
所
在
地
市
町
村
長
の
同
意
が
あ
る

の
協
議
に
よ
り
、
同
号
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
要
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
所
在
地

と
き
は
、
同
号
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

市
町
村
長
の
同
意
が
あ
る
と
き
は
、
同
号
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

第
百
十
五
条
の
十
二
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第

前
項
の
規
定
に
よ
り
第
四
項
第
四
号
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
で
あ
っ
て

10

10

二
項
第
四
号
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
同
条
第
一
項
の
申
請
に

、
第
一
項
の
申
請
に
係
る
事
業
所
（
所
在
地
市
町
村
長
の
管
轄
す
る
区
域
に
あ
る

係
る
事
業
所
（
所
在
地
市
町
村
長
の
管
轄
す
る
区
域
に
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に

も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
時
に
、

号
に
定
め
る
時
に
、
当
該
申
請
者
に
つ
い
て
、
被
申
請
市
町
村
長
に
よ
る
第
四
十

当
該
申
請
者
に
つ
い
て
、
被
申
請
市
町
村
長
に
よ
る
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
本

二
条
の
二
第
一
項
本
文
の
指
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

文
の
指
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

一

所
在
地
市
町
村
長
が
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
本
文
の
指
定
を
し
た
と
き

一

所
在
地
市
町
村
長
が
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
本
文
の
指
定
を
し
た
と
き

当
該
指
定
が
さ
れ
た
時

当
該
指
定
が
さ
れ
た
時

二

所
在
地
市
町
村
長
に
よ
る
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
本
文
の
指
定
が
さ
れ
て

二

所
在
地
市
町
村
長
に
よ
る
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
本
文
の
指
定
が
さ
れ
て

い
る
と
き

被
申
請
市
町
村
長
が
当
該
事
業
所
に
係
る
地
域
密
着
型
介
護
予
防

い
る
と
き

被
申
請
市
町
村
長
が
当
該
事
業
所
に
係
る
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
か
ら
第
百
十
五
条
の
十
二
第
一
項
の
申
請
を
受
け
た

事
業
を
行
う
者
か
ら
第
一
項
の
申
請
を
受
け
た
時

時
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第
百
十
五
条
の
十
九
の
規
定
に
よ
る
所
在
地
市
町
村
長
に
よ
る
第
五
十
四
条
の

第
七
十
八
条
の
十
の
規
定
に
よ
る
所
在
地
市
町
村
長
に
よ
る
第
四
十
二
条
の
二

11

11

二
第
一
項
本
文
の
指
定
の
取
消
し
若
し
く
は
効
力
の
停
止
又
は
第
百
十
五
条
の
二

第
一
項
本
文
の
指
定
の
取
消
し
若
し
く
は
効
力
の
停
止
又
は
第
七
十
八
条
の
十
二

十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
五
十
四
条
の

に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
七
十
八
条
の
十
五
第
一

二
第
一
項
本
文
の
指
定
の
失
効
は
、
第
百
十
五
条
の
十
二
第
七
項
に
お
い
て
準
用

項
若
し
く
は
第
三
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

す
る
前
項
の
規
定
に
よ
り
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
被
申
請
市
町
村
長
に
よ
る

定
に
よ
る
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
本
文
の
指
定
の
失
効
は
、
前
項
の
規
定
に
よ

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
本
文
の
指
定
の
効
力
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
も
の
と
す

り
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
被
申
請
市
町
村
長
に
よ
る
第
四
十
二
条
の
二
第
一

る
。

項
本
文
の
指
定
の
効
力
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
も
の
と
す
る
。
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◎
介
護
保
険
法
施
行
令
附
則
第
十
四
条
第
二
項
に
よ
る
同
令
第
三
十
八
条
第
一
項
の
読
替
え

（
傍
線
の
部
分
は
読
替
部
分
）

読

替

後

読

替

前

（
保
険
料
率
の
算
定
に
関
す
る
基
準
）

（
保
険
料
率
の
算
定
に
関
す
る
基
準
）

第
三
十
八
条

各
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
に
係
る
法
第
百
二
十
九
条
第
二
項
に
規

第
三
十
八
条

各
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
に
係
る
法
第
百
二
十
九
条
第
二
項
に
規

定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
基
準
額
に
当
該
年
度
分
の
保
険
料
の
賦
課
期
日

定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
基
準
額
に
当
該
年
度
分
の
保
険
料
の
賦
課
期
日

に
お
け
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
第
一
号
被
保
険
者
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
当
該

に
お
け
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
第
一
号
被
保
険
者
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
号
に
定
め
る
標
準
割
合
（
市
町
村
が
保
険
料
を
賦
課
す
る
場
合
に
通
常
よ
る
べ

各
号
に
定
め
る
標
準
割
合
（
市
町
村
が
保
険
料
を
賦
課
す
る
場
合
に
通
常
よ
る
べ

き
割
合
で
あ
っ
て
、
特
別
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
保

き
割
合
で
あ
っ
て
、
特
別
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
保

険
料
収
納
必
要
額
を
保
険
料
に
よ
り
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
市
町
村
が

険
料
収
納
必
要
額
を
保
険
料
に
よ
り
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
市
町
村
が

次
の
各
号
の
区
分
ご
と
の
第
一
号
被
保
険
者
数
の
見
込
数
等
を
勘
案
し
て
設
定
す

次
の
各
号
の
区
分
ご
と
の
第
一
号
被
保
険
者
数
の
見
込
数
等
を
勘
案
し
て
設
定
す

る
割
合
）
を
乗
じ
て
得
た
額
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

る
割
合
）
を
乗
じ
て
得
た
額
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

四
分
の
二

一

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

四
分
の
二

イ

老
齢
福
祉
年
金
の
受
給
権
を
有
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か

イ

老
齢
福
祉
年
金
の
受
給
権
を
有
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
も
の
（
ロ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

に
該
当
す
る
も
の
（
ロ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

そ
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
す
べ
て
の
世
帯
員
が
、
当
該
保
険
料

そ
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
す
べ
て
の
世
帯
員
が
、
当
該
保
険
料

(1)

(1)

の
賦
課
期
日
の
属
す
る
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税

の
賦
課
期
日
の
属
す
る
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税

が
課
さ
れ
て
い
な
い
者
（
次
号
イ
及
び
第
三
号
イ
並
び
に
次
条
第
一
項
第

が
課
さ
れ
て
い
な
い
者
（
次
号
イ
及
び
第
三
号
イ
並
び
に
次
条
第
一
項
第

一
号
イ
、
第
二
号
イ
及
び
第
三
号
イ
に
お
い
て
「
市
町
村
民
税
世
帯
非
課

一
号
イ
、
第
二
号
イ
及
び
第
三
号
イ
に
お
い
て
「
市
町
村
民
税
世
帯
非
課

税
者
」
と
い
う
。
）

税
者
」
と
い
う
。
）

要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の

要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の

(2)

(2)

号
の
区
分
に
よ
る
割
合
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状

号
の
区
分
に
よ
る
割
合
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状

態
と
な
る
も
の

態
と
な
る
も
の
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ロ

被
保
護
者

ロ

被
保
護
者

ハ

要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号

ハ

要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号

の
区
分
に
よ
る
割
合
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
と

の
区
分
に
よ
る
割
合
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
と

な
る
も
の
（
イ
（

に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
次
号
ロ
、
第
三
号
ロ
、
第

な
る
も
の
（
イ
（

に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
次
号
ロ
、
第
三
号
ロ
、
第

(1)

(1)

四
号
ロ
若
し
く
は
第
五
号
ロ
に
該
当
す
る
者
又
は
附
則
第
十
四
条
第
二
項
に

四
号
ロ
又
は
第
五
号
ロ
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）

規
定
す
る
第
一
号
被
保
険
者
を
除
く
。
）

二

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

四
分
の
二

二

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

四
分
の
二

イ

市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
者
で
あ
っ
て
、
当
該
保
険
料
の
賦
課
期
日
の
属

イ

市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
者
で
あ
っ
て
、
当
該
保
険
料
の
賦
課
期
日
の
属

す
る
年
の
前
年
中
の
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
及
び
当
該
保
険
料
の
賦
課
期

す
る
年
の
前
年
中
の
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
及
び
当
該
保
険
料
の
賦
課
期

日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
合
計
所
得
金
額
の
合
計
額
が
八
十
万
円
以
下
で
あ

日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
合
計
所
得
金
額
の
合
計
額
が
八
十
万
円
以
下
で
あ

り
、
か
つ
、
前
号
に
該
当
し
な
い
者

り
、
か
つ
、
前
号
に
該
当
し
な
い
者

ロ

要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号

ロ

要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号

の
区
分
に
よ
る
割
合
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
と

の
区
分
に
よ
る
割
合
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
と

な
る
も
の
（
前
号
イ
（

に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
次
号
ロ
、
第
四
号
ロ

な
る
も
の
（
前
号
イ
（

に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
次
号
ロ
、
第
四
号
ロ

(1)

(1)

若
し
く
は
第
五
号
ロ
に
該
当
す
る
者
又
は
附
則
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す

又
は
第
五
号
ロ
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）

る
第
一
号
被
保
険
者
を
除
く
。
）

三

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

四
分
の
三

三

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

四
分
の
三

イ

市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
者
で
あ
り
、
か
つ
、
前
二
号
に
該
当
し
な
い
者

イ

市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
者
で
あ
り
、
か
つ
、
前
二
号
に
該
当
し
な
い
者

ロ

要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号

ロ

要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号

の
区
分
に
よ
る
割
合
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
と

の
区
分
に
よ
る
割
合
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
と

な
る
も
の
（
第
一
号
イ
（

に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
次
号
ロ
又
は
第
五

な
る
も
の
（
第
一
号
イ
（

に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
次
号
ロ
又
は
第
五

(1)

(1)

号
ロ
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）

号
ロ
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）

四

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

四
分
の
四

四

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

四
分
の
四

イ

当
該
保
険
料
の
賦
課
期
日
の
属
す
る
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る

イ

当
該
保
険
料
の
賦
課
期
日
の
属
す
る
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る

市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
り
、
か
つ
、
前
三
号
の
い
ず
れ
に

市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
り
、
か
つ
、
前
三
号
の
い
ず
れ
に

も
該
当
し
な
い
も
の

も
該
当
し
な
い
も
の


